
時間外労働の上限規制に関して

北海道働き方改革推進支援センター
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具体的に改正点を。
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1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
１０
月

1１月 1２月

法定労働時間
1日8時間
週40時間

残業時間
月45時間
年360時間

・年間720時間
・休日労働を含み複数月平均80時間以内
・休日労働を含み月100時間未満

休
日
労
働
を
含
み
月
１
０
０
時
間
未
満
に
し
て

く
だ
さ
い
。



時間外労働の月平均80時間に関して

2か月、3か月、4か月、5か月、6か月のどれをとっても平均80時間以内であること。

（例） １０月 １１月 １２月

時間外労働83時間 時間外労働60時間 時間外労働98時間

83＋60

2か月

60＋98

2か月

83＋60＋98

3か月
5

71.5

79

80.3333 オーバー！



上限規制が5年間猶予となる事業・業務
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企業規模
に関係なく
5年間の
猶予です。



新しい36協定様式
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特別条項がある場合はもう一枚
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本日は駆け足でお伝えできる範囲の事をお話させて頂きました。

法律の改正は、運用を行ってみて実際に問題が発生してから実際に見直し
が行われることが多々あります。

その都度確認をお願い申し上げます。

本日はお忙しいところご視聴いただきましてありがとうございました。
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北海道働き方改革推進支援センター

※訪問支援のお申込みは、以下からお申込み下さい。
ご案内ページ→【相談のお申込みはこちらから】https://public.lec-

jp.com/hataraki-hokkaidou/

※お電話、メールでのご相談にも対応しております。

〒060-0001
札幌市中央区北1条西3丁目3-33
リープロビル3階

電話番号：0800-919-1073
FAX番号：011-206-8365

https://public.lec-jp.com/hataraki-hokkaidou/

